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六
加
越
和
睦
の
成
立

さ
て
、
越
前
敦
賀
に
は
永
禄
九
年
(
一
五
六
六
)

九
月
以
来
、
足
利
義
昭
(
義
秋
)
が
移
座
し
て
き
で

い
た
。
彼
は
も
と
は
一
乗
院
覚
慶
と
称
し
て
松
永
久

秀
の
手
の
も
と
に
あ
っ
た
が
、
や
が
て
こ
れ
を
逃
れ

て
近
江
に
移
り
、
次
い
で
若
狭
を
経
て
九
月
八
日
に

敦
賀
に
移
っ
た
も
の
で
あ
る
。
朝
倉
義
景
は
直
ち
に

朝
倉
景
鏡
を
派
遣
し
て
歓
迎
の
意
を
表
す
が
、
そ
の

義
昭
は
、
朝
倉
氏
と
加
賀
一
向
一
撲
(
本
願
寺
)
と

の
聞
を
斡
旋
す
る
労
を
と
り
、
つ
い
に
永
禄
十
年
(
一

五
六
七
)
に
至
っ
て
越
前
・
加
賀
間
の
和
睦
が
成
立

泉

越
前
朝
倉
氏
と
加
賀
一
向
一
撲
伺

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
越
前
・
加
賀
の
和
睦
に
関
す
る
史
料
と
し
て

は
、
ま
ず
『
多
聞
院
日
記
』
永
禄
十
一
年
(
一
五
六

八
)
正
月
十
七
日
条
を
取
り
上
げ
よ
う
。

て
越
前
よ
り
一
切
経
承
仕
上
了
。
加
賀
と
越
前

(
畢
カ
)

と
和
談
事
。
上
意
越
州
一
乗
へ
被
移
於
御
座
、

被
仰
調
、
悉
以
無
事
也
一
入
学

す
な
わ
ち
越
前
か
ら
上
っ
た
承
仕
の
報
告
に
よ
れ

ば
、
加
賀
と
越
前
と
の
和
談
が
成
立
し
た
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
足
利
義
昭
が
一
乗
谷
に
移
座
し

て
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
足
利
義
昭
に
よ
る
一
向
一
撲
・
本
願
寺
に
対

す
る
働
き
掛
け
に
関
し
て
は
、
次
の
史
料
が
注
目
さ

れ
敗
、
っ
。

御
内
書
令
頂
戴
候
。
抑
加
越
和
与
事
被
仰
出
之
趣
、

先
以
恐
悦
至
極
候
。
何
篇
柳
不
可
有
疎
略
候
。
此

等
之
旨
宜
預
御
披
露
候
。
-

(
永
掃
斗
年
カ
)

十

一

月

三

日

|

|

三
淵
偽
河
野
入
道
殿

O
此
御
札
ハ
子
細
ア
リ
テ
、
マ
へ
ノ
日
付
ニ
シ

夕
、
ム
ル
也
。
是
ハ
当
公
方
様
越
前
ニ
御
座
之

時
也

F
2
)

右
の
顕
如
書
状
案
に
よ
れ
ば
、

足
利
義
昭
か
ら
命

ぜ
ら
れ
た
加
越
和
与
に
つ
い
て
本
願
寺
と
し
て
同
意

す
る
の
で
、
側
近
の
三
淵
宗
薫
か
ら
義
昭
に
披
露
し

て
戴
き
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
が
掲

載
さ
れ
る
「
顕
如
上
人
文
案
」
の
年
次
の
位
置
は
、

永
禄
十
一
年
二
月
i
六
月
の
聞
な
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
追
記
に
は
「
子
細
ア
リ
テ
、
マ
へ
ノ
日
付
ニ
シ

タ
冶
ム
ル
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
永
禄
十
年

十
一
月
三
日
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
発
給
日
時
を
遡
ら
せ
る

こ
と
が
行
わ
れ
た
か
と
一
言
う
と
、
義
昭
か
ら
の
和
睦

の
働
き
掛
け
に
対
し
て
、
本
願
寺
が
直
ち
に
応
じ
た

と
い
う
体
裁
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
『
朝
倉
始
末
記
』
に
よ
れ

ば
、
加
賀
二
同
一
挟
方
か
ら
証
人
と
し
て
杉
浦
氏
の

子
息
が
来
て
阿
波
賀
に
置
か
れ
た
の
が
永
禄
十
年
十

二
月
の
こ
と
と
記
さ
れ
て
お
り
、
も
し
こ
れ
以
後
の

日
付
で
和
睦
同
意
の
顕
知
書
状
が
発
せ
ら
れ
た
の
で

は
、
一
向
一
撲
は
本
願
寺
の
統
制
下
に
は
な
く
、
単

に
本
願
寺
が
一
撲
衆
の
行
動
を
追
認
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
か
る
事
態
は

顕
如
と
し
て
は
避
け
た
か
っ
た
に
相
違
な
く
、
そ
の

た
め
に
は
、
書
状
は
永
禄
十
年
十
二
月
以
前
の
日
付

を
も
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
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号
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の

で

あ

る

。

前

者

は

、

足

利

義

昭

が

本

願

寺

に

宛

て

た

御

内

書

他
方
、
こ
の
和
睦
を
証
す
る
朝
倉
氏
か
ら
の
証
人
で
、
両
国
和
睦
に
関
し
て
義
景
か
ら
使
僧
が
来
た
こ

と
し
て
は
義
景
の
娘
が
選
ば
れ
、
石
山
本
願
寺
門
主
と
を
報
じ
、
加
賀
に
所
在
す
る
将
軍
家
御
料
所
の
問

顕
如
の
子
教
如
に
嫁
ぐ
と
い
う
合
意
が
成
立
し
た
の
題
に
関
し
て
三
淵
宗
薫
を
、
派
遣
す
る
と
述
べ
ら
れ
て

で
あ
る
。
ま
た
越
前
・
加
賀
の
国
境
に
お
け
る
措
置
い
る
。
年
次
が
不
明
で
あ
る
が
、
後
者
の
顕
如
書
状

と
し
て
は
、
一
捺
勢
が
立
て
績
も
る
柏
野
・
松
山
城
案
の
内
容
か
ら
考
え
て
永
禄
十
二
年
の
も
の
と
思
わ

を
放
火
し
て
破
却
し
、
ま
た
越
前
勢
が
押
さ
え
る
黒
れ
る
。
次
い
で
後
者
は
、
顕
如
が
三
淵
宗
薫
を
介
し

谷
・
絵
ノ
屋
・
大
聖
寺
城
に
も
火
を
放
っ
て
破
壊
し
て
足
利
義
昭
に
状
況
を
報
じ
た
も
の
で
、
両
国
和
睦

て
、
そ
の
間
に
非
武
装
地
帯
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
に
つ
い
て
義
景
の
使
僧
が
到
着
し
た
こ
と
、
ま
た
御

の

で

あ

る

。

料

所

に

関

し

て

は

疎

略

あ

る

べ

か

ら

ず

と

述

べ

ら

れ

次
い
で
永
禄
十
二
年
(
一
五
六
九
)
に
な
る
と
、
て
い
る
。
和
睦
成
立
以
後
の
朝
倉
氏
と
本
願
寺
の
関

次
の
二
点
の
書
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
係
が
、
使
僧
の
往
来
に
よ
っ
て
次
第
に
緊
密
化
し
つ

就
両
国
一
果
之
儀
、
義
景
差
越
使
僧
候
。
次
加
州
つ
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

料
所
己
下
事
、
芳
指
遣
一
二
淵
伊
賀
入
道
候
。
委
細
な
お
義
昭
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
で

可

申

候

。

恐

々

謹

言

。

あ

る

が

、

彼

は

す

で

に

永

禄

十

一

年

二

五

六

八

)

(
永
禄

f
二
年
カ
)

三

月

廿

日

義

昭

判

六

月

二

十

四

日

に

、

「

今

度

当

国

退

座

之

処

、

忠

義

神

本
願
寺
殿

(3)

妙
思
召
候
。
向
後
身
上
不
可
見
放
一
つ
)
と
の
御
内
書
を

御
内
書
致
拝
見
候
。
就
両
国
一
和
之
儀
、
義
景
使
朝
倉
義
景
に
発
し
て
、
尾
張
織
田
信
長
の
も
と
へ
移

僧
到
着
候
。
随
而
被
相
副
御
使
、
尤
恐
悦
之
至
候
。
座
し
て
い
っ
て
い
る
。
越
前
の
朝
倉
義
景
の
も
と
に

将
亦
御
料
所
事
、
不
可
存
疎
略
候
。
此
等
之
旨
宜
い
た
の
で
は
、
上
洛
し
て
将
軍
に
就
く
と
い
う
彼
の

令

申

入

給

候

。

恐

々

。

野

望

が

実

現

し

そ

う

に

な

い

こ

と

を

悟

っ

た

た

め

の

(

永

禄

↓

二

年

)

(

顕

如

)

四

月

五

日

l

|

行

動

で

あ

ろ

う

。

三
淵
伊
賀
入
道
殿

(
4
)

さ
て
、
い
よ
い
よ
元
亀
二
年
(
一
五
七
ご
に
な

っ
て
、
朝
倉
義
景
の
娘
を
本
願
寺
教
如
に
嫁
が
せ
る

縁
談
が
正
式
に
ま
と
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

直
同今

度
縁
辺
之
儀
、
弥
以
深
重
可
申
談
、
自
他
之
旨

趣
、
入
眼
之
段
、
珍
重
候
。
何
十
種
十
荷
推
進
之

候
。
表
祝
儀
計
候
。
猶
頼
総
法
印
可
申
入
候
問
、

不
能
詳
候
。
穴
賢
。

(

元

亀

二

年

)

(

顕

如

)

六

月

八

日

十

一

日

|

|

朝
倉
左
衛
門
督
殿

(6)

右
の
元
亀
二
年
六
月
八
日
(
十
一
日
の
日
付
も
追

記
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
)
の

顕
如
書
状
案
に
は
、
「
縁
辺
之
儀
」
つ
ま
り
婚
姻
の
約

束
に
つ
い
て
寸
弥
以
深
重
可
申
談
」
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
結
納
が
取
り
交
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
翌
元
亀
三
年

(
一
五
七
二
)
三
月
十
二
日
の
次
の
書
状
案
が
、
婚

礼
の
儀
の
謝
辞
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

直
司就

縁
辺
之
儀
、
只
今
太
刀
一
腰
長
次
、
馬
一
疋
鵠

毛
、
十
種
十
荷
、
誠
以
喜
悦
至
候
。
長
久
可
申
談
事

勿
論
候
。
委
曲
下
問
上
野
法
眼
可
申
入
候
。
穴
賢
。

(

元

亀

三

年

)

(

顕

如

)

三
月
十
二
日

朝
倉
左
衛
門
督
殿
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O
同
時
、
新
門
主
へ
も
一
腰
・
一
疋
・
十
種
十
荷

代
万
疋
・
織
物
三
端
・
引
合
十
帖
、
被
進
之
候
。

上
野
法
眼
ま
で
披
露
在
之
。
こ
れ
は
上
野
わ
た

く
し
よ
り
返
事
を
申
恒
。

す
な
わ
ち
元
亀
三
年
三
月
十
二
日
に
、
教
如
と
義

景
娘
の
婚
礼
が
執
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
つ
い
て
義
景
か
ら
は
顕
如
に
太
刀
・
馬
・
十
種
十

荷
が
進
納
さ
れ
、
ま
た
追
記
に
見
え
る
ご
と
く
に
教

如
に
も
太
万
・
馬
・
代
物
・
織
物
・
引
合
が
進
上
さ

れ
て
、
以
後
の
親
し
き
交
際
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ

ヲ

φ

。さ
て
、
本
願
寺
と
の
和
睦
が
成
立
し
て
以
後
の
越

前
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
願
寺
系

の
念
仏
信
仰
は
容
認
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の

点
を
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

(
朝
宕
景
鏡
)

(
黒
印
)

景
鏡
出
陳
付
而
、
為
御
門
徒
中
鑓
持
五
人
被
仰
付
、

今
明
日
中
、
士
口
行
・
吉
隆
へ
可
被
相
渡
候
。
若
於

延
引
者
、
催
促
使
可
遣
之
由
候
。
其
御
心
得
専
用

候
。
恐
々
謹
一
言
。

元
亀
=
一

三
月
八
日

55 

小
原
三
良
右
衛
門
尉

美
次
(
花
押
)

井
口
四
良
右
衛
門
尉

吉
隆
(
花
押
)

泉

越
前
朝
倉
氏
と
加
賀
一
向
一
撲
同

な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
最
勝
寺
は
、

そ
の
後
直
ち
に
一
乗
谷
の
朝
倉
義
景
に
直
訴
し
て
そ

最

勝

寺

、

，
(8)

の
免
除
を
要
請
し
、
四
月
二
十
三
日
に
後
者
の
朝
倉

御
同
宿
中

大
野
郡
之
内
本
願
寺
道
場
並
三
門
徒
道
場
、
御
出
氏
奉
行
人
連
著
書
状
の
発
給
を
受
け
て
免
除
が
認
め

陣
之
時
、
鑓
持
之
儀
自
先
規
出
候
問
、
被
相
触
候
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
野
郡
内
の
本
願

処
、
或
者
新
儀
ニ
号
他
領
、
或
者
号
他
変
、
申
放
寺
道
場
・
二
一
門
徒
道
場
に
対
し
て
朝
倉
景
鏡
が
鑓
持

族
難
堪
之
旨
、
式
部
大
輔
致
御
申
之
通
、
半
田
源
の
提
供
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
新
儀
に
他
領
に
居
住
し

左
衛
門
尉
披
露
。
太
曲
次
第
候
。
何
之
雄
為
居
住
、
て
い
る
と
称
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
変
と
主
張
し
て

鑓
持
如
先
規
可
出
之
。
猶
於
不
罷
出
者
、
諸
道
場
提
供
を
拒
む
者
が
い
る
由
で
あ
る
が
、
ど
こ
に
居
住

之
内
、
被
得
御
意
可
有
御
成
敗
之
由
候
。
但
最
し
て
い
よ
う
と
も
鑓
持
は
先
規
の
通
り
に
提
供
す
べ

勝
寺
・
同
門
家
中
之
儀
、
可
被
相
除
之
旨
、
諸
道
き
で
あ
る
。
た
だ
し
最
勝
寺
・
同
門
家
中
に
つ
い
て

(
ヘ
カ
)

場
パ
遣
奉
書
候
。
可
被
成
其
心
得
候
。
恐
々
謹
言
。
は
特
別
と
し
て
免
除
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点
の
史
料
か
ら
は
朝
倉

氏
の
軍
事
力
編
成
の
構
造
を
窺
う
こ
と
も
可
能
で
、

こ
う
し
た
旧
態
的
な
軍
事
組
織
を
も
っ
て
し
て
は
、

到
底
こ
の
時
期
の
戦
乱
を
乗
り
切
る
こ
と
は
困
難
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
は

さ
て
お
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
願
寺
派
の
最
勝
寺

が
、
他
の
多
く
の
寺
院
と
全
く
同
様
に
、
朝
倉
政
権

下
の
領
主
階
級
に
属
す
る
一
寺
院
と
し
て
存
在
が
認

め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
つ

ま
り
和
睦
成
立
以
後
に
は
朝
倉
氏
は
、
本
願
寺
系
の

念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
制
限
を
加
え

庄
山

吉雲
行衛

門

花尉
押

元
亀
三卯

月
廿
三
日

平
副
担
)

景
固

(河
A口
)

吉
統

(
朝
宕
)

士
口
道

小
原
三
郎
右
衛
門
尉
殿

(
9
)

右
の
二
点
の
史
料
の
う
ち
、
ま
ず
前
者
は
一
万
亀
三

年
(
一
五
七
二
)
一
二
月
八
日
に
朝
倉
景
鏡
が
近
江
北

部
へ
出
陣
す
る
た
め
、
本
願
寺
道
場
た
る
最
勝
寺
に

鑓
持
五
人
の
提
供
を
命
じ
た
も
の
で
、
今
明
日
中
に

庄
山
吉
行
・
井
口
吉
隆
の
も
と
に
相
渡
す
こ
と
、
も

し
延
引
す
れ
ば
催
促
使
を
派
遣
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
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る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
倉
氏
と
本
願
寺
・
一
向
一
撲
と
の
関
係
を
示
す

史
料
と
し
て
、
も
う
一
組
、
次
の
も
の
に
も
注
目
し

て
お
き
た
い
。

知
行
分
之
事
、
則
当
方
於
無
別
義
者
、
近
年
如
義

景
御
時
、
不
可
有
相
違
之
状
、
如
件
。

天

正

弐

筑

後

法

橋

九

月

七

日

頼

照

(

花

押

影

)

三
輪
藤
兵
衛
尉
殿
(
叩
)

如近

主性主
三壬弐 蓑
輪十 如
藤一 御
兵月 代
衛ハ
殿日 本
E 知

無
相
違

可
有
知
行
状

七
里
参
河
法
橋

頼
周
(
花
押
影
)

こ
の
二
点
の
史
料
は
、
天
正
元
年
(
一
五
七
三
)

に
朝
倉
義
景
が
織
田
信
長
に
滅
ぽ
さ
れ
た
後
、
ま
も

な
く
し
て
一
向
一
授
が
蜂
起
し
、
つ
い
に
越
前
の
支

配
権
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
天
正
二
年
二
五
七
四
)

の
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
こ
の
越
前
二
同

一
撲
の
大
将
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
下
問
頼
照
が
、
在

地
武
士
の
三
輪
藤
兵
衛
尉
に
宛
て
て
そ
の
知
行
地
支

配
を
安
堵
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
こ
れ
を
う
け

て
七
里
頼
周
が
そ
の
旨
を
三
輪
藤
兵
衛
に
伝
達
し
た

も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ

の
文
言
中
に
「
近
年
如
義
景
御
時
」
「
近
年
義
景
如
御

代
」
と
見
え
る
点
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
一
向
一
撲

の
大
将
達
は
、
朝
倉
義
景
政
権
下
で
の
在
地
支
配
の

あ
り
方
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
標
携
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
一
言
う
よ
り
、
彼
ら
が
朝
倉
義
景
の
支
配
権
を

正
当
に
継
承
し
た
こ
と
を
誇
示
し
て
い
る
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
表
現
の
根
拠
が
、
朝
倉
義
景

娘
と
教
如
と
の
婚
姻
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

j主-
『
多
聞
院
日
記
』
永
禄
十
一
年
正
月
十
七
日
条
(
『
増
補
続

史
料
大
成
』
第
三
十
九
巻
)
。

2

寸
顕
知
上
人
文
案
」
。

3

金
沢
市
立
図
書
館
所
蔵
寸
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
|
北
国

鎮
定
書
札
類
」
。

4

「
顕
如
上
人
文
案
」
。

5

「
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
雑
文
書
」

0

6

「
顕
如
上
人
文
案
」
。

7

「
顕
如
上
人
文
案
」
ロ

8

「
最
勝
寺
文
書
」
第
一
号
(
『
大
野
市
史
』
社
寺
文
書
編
)
。

9

「
最
勝
寺
文
書
」
第
二
号
。
な
お
こ
れ
に
続
い
て
同
月
二
十

五
日
に
は
最
勝
寺
宛
て
前
波
景
固
・
河
合
土
ロ
統
・
朝
倉
吉
道

連
著
書
状
(
「
最
勝
寺
文
章
閏
L

第
三
号
)
が
発
せ
ら
れ
、
寸
道

場
中
鑓
持
井
新
儀
役
、
向
後
被
成
御
除
之
旨
、
被
仰
出
候
」

と
、
最
勝
寺
か
ら
の
鑓
持
・
新
儀
役
の
提
供
が
免
除
さ
れ
た

由
が
改
め
て
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

m
「
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
|
=
一
輪
文
書
」
。

日
同
右
史
料
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
で
き
た
点
に
つ
い

て
、
最
後
に
ま
と
め
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

戦
国
大
名
朝
倉
氏
と
一
向
一
撲
と
が
最
初
に
接
触

し
た
事
件
は
、
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)
六
月
に
高

尾
城
の
加
賀
守
護
富
樫
政
親
が
一
向
一
撲
に
滅
ぽ
さ

れ
た
際
の
こ
と
で
、
朝
倉
貞
景
は
こ
れ
を
救
援
す
べ

く
堀
江
景
用
を
派
遣
し
た
が
間
に
合
わ
ず
、
龍
城
勢

は
全
滅
と
な
り
、
退
却
す
る
越
前
勢
を
江
沼
郡
の
一

撲
勢
が
追
撃
し
て
橘
口
で
合
戦
と
な
っ
て
、
双
方
に

若
干
の
負
傷
者
が
出
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
加
賀

で
は
、
一
撲
衆
が
政
親
に
代
わ
る
守
護
に
富
樫
泰
高

を
取
り
立
て
た
の
で
あ
る
。

朝
倉
勢
と
一
向
一
授
と
の
本
格
的
な
対
立
は
、
永

正

三

年

二

五

O
六
)
七
月
に
近
畿
・
東
海
・
北
陸

の
広
範
囲
な
地
域
で
一
向
一
授
が
同
時
に
蜂
起
し
た

際
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
蜂
起
は
、
将
軍
足
利
義

澄
・
管
領
細
川
政
一
元
と
連
携
す
る
山
科
本
願
寺
実
如
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が
命
じ
て
挙
兵
し
た
も
の
で
、
攻
撃
の
目
標
と
な
っ

た
の
は
、
能
登
に
逃
亡
し
て
勢
力
挽
回
を
画
策
す
る

足
利
義
植
(
義
材
)
と
、
そ
れ
に
味
方
す
る
越
前
朝

倉
貞
景
、
越
中
畠
山
尚
順
、
越
後
長
尾
能
景
、
河
内

畠
山
義
英
な
ど
で
あ
っ
た
。
越
前
進
攻
を
企
て
た
一

挟
衆
に
は
、
か
つ
て
の
越
前
守
護
代
甲
斐
氏
の
一
族

も
参
加
し
て
支
配
権
回
復
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。

一
挨
勢
は
七
月
十
四
日
に
大
野
郡
か
ら
侵
入
を
開
始

し
、
こ
れ
を
朝
倉
宗
滴
・
朝
倉
景
職
・
豊
原
寺
大
染

院
・
平
泉
寺
明
王
院
ら
が
迎
え
討
つ
。
次
い
で
八
月

五
日

i
六
日
の
九
頭
竜
川
流
域
で
の
戦
い
で
は
、
朝

倉
勢
は
中
郷
の
渡
り
・
鳴
鹿
表
・
高
木
口
・
中
角
の

渡
り
な
ど
に
布
陣
し
て
お
り
、
山
崎
・
前
波
両
氏
や

光
林
坊
ら
の
活
躍
で
撃
退
し
た
。
こ
の
戦
い
で
は
一

撲
勢
の
下
問
照
賢
が
討
死
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
十
月
の
再
侵
入
で
は
貞
景
馬
廻
衆
の
中
村
小

右
衛
門

-
E回
刑
部
少
輔
ら
が
戦
功
を
上
げ
、
い
ず

れ
も
一
撲
勢
を
敗
走
さ
せ
た
。
翌
永
正
四
年
(
一
五

O
七
)
八
月
二
十
九
日
に
一
撲
勢
は
再
び
帝
釈
堂
口

か
ら
侵
入
す
る
が
、
一
撲
の
大
将
玄
忍
が
捕
縛
さ
れ

て
敗
北
で
あ
っ
た
。
朝
倉
氏
は
こ
の
争
乱
の
中
で
、

大
塩
円
宮
寺
・
石
田
西
光
寺
・
吉
崎
御
坊
・
藤
島
超

勝
寺
・
和
田
本
覚
寺
・
久
末
照
厳
寺
・
荒
川
興
行
寺
・

泉

越
前
朝
倉
氏
と
加
賀
一
向
一
撲
同

字
坂
本
向
寺
な
ど
を
破
却
し
て
、
本
願
寺
派
が
国
内

に
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
ほ
か
、
永
正
十

五
年
(
一
五
一
八
)
ま
で
は
警
固
の
番
衆
を
長
崎
に

置
い
た
。
な
お
こ
の
一
授
侵
入
に
際
し
て
篠
嶋
守
光

が
岩
佐
・
小
嶋
両
氏
宛
て
に
発
し
た
感
状
が
得
ら
れ

た
の
は
重
要
で
、
永
正
四
年
十
二
月
ま
で
朝
倉
氏
は

臨
戦
体
制
を
維
持
し
続
け
た
と
思
わ
れ
る
点
、
ま
た

朝
倉
被
宮
人
を
大
野
(
侵
入
口
)
へ
集
結
さ
せ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た
朝

倉
貞
景
よ
り
扶
持
が
下
さ
れ
る
以
前
に
、
取
り
あ
え

ず
篠
嶋
守
光
か
ら
玉
石
の
配
当
が
下
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
知
ら
れ
、
一
軍
の
大
将
の
配
慮
と
し
て
は
か

か
る
措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
永
正
三
年
1
四
年
の
一
向
一
撲
蜂
起
に
よ

っ
て
生
じ
た
混
乱
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
証
す
る
史

料
が
い
く
つ
か
得
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
滝
谷
寺
吉
祥

坊
の
買
得
地
安
堵
状
が
紛
失
し
た
の
で
、
永
正
七
年

(
一
五
一

O
)
に
改
め
て
目
録
を
作
成
し
て
そ
の
安

堵
を
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
滝
谷
寺
は
朝
倉
孝
景
か

ら
も
永
正
十
年
(
一
五
一
三
)
に
安
堵
状
を
受
け
て

い
る
が
、
そ
こ
で
も
永
正
三
年
の
「
土
民
」
蜂
起
で

安
堵
状
な
ど
を
紛
失
し
た
と
記
さ
れ
、
新
た
な
所
領

目
録
の
裏
を
封
じ
て
改
め
て
こ
れ
を
安
堵
す
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
願
寺
派
の
念
仏
を
朝
倉
氏
が
禁
じ

た
こ
と
は
、
「
恵
光
寺
文
書
」
に
残
さ
れ
る
朝
倉
氏
奉

行
人
連
署
書
状
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
ま
た
野
津
俣
長

勝
寺
も
永
正
三
年
以
降
、
退
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
朝
倉
氏
が
本
願
寺
派
の
囲

内
居
住
を
認
め
る
の
は
、
永
禄
十
年
(
一
五
六
七
)

の
和
睦
成
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
そ
の
聞
に
長
勝
寺
門
徒
が
本
願
寺
か
ら
下
付
さ

れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
の
裏
書
に
は
、
寸
直
参
」
あ
る
い

は
藤
島
超
勝
寺
の
門
徒
と
の
表
記
が
見
ら
れ
た
由
で
、

こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
文
禄
元
年
(
一
五
九
二
)

の
顕
如
死
去

1
教
如
継
職
に
際
し
て
、
門
徒
ら
は
長

勝
寺
か
ら
離
脱
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。享

禄
四
年
二
五
一
二
二
に
加
賀
で
い
わ
ゆ
る
享

禄
の
錯
乱
が
起
き
、
大
一
撲
・
小
一
撲
の
二
派
が
厳

し
く
対
立
し
た
際
に
、
劣
勢
の
小
一
撲
方
か
ら
要
請

を
受
け
て
越
前
勢
が
出
陣
し
た
。
大
一
授
と
は
、
越

前
か
ら
移
住
し
た
超
勝
寺
・
本
覚
寺
の
勢
力
、
お
よ

び
こ
れ
を
支
持
し
た
本
願
寺
証
如
の
一
派
を
指
し
、

小
一
撲
と
は
、
加
賀
在
住
の
若
松
本
泉
寺
・
波
佐
谷

松
岡
寺
・
山
田
光
教
寺
・
清
沢
願
得
寺
な
ど
の
勢
力
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で
あ
る
。
小
一
撲
方
か
ら
の
出
兵
要
請
で
、
越
前
か
が
知
ら
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

ら
は
朝
倉
教
景
・
景
紀
ら
が
軍
勢
を
率
い
て
加
賀
に
永
禄
七
年
(
一
五
六
四
)
九
月
、
朝
倉
義
景
は
ま

進
撃
し
、
ま
た
能
登
・
越
中
の
大
名
勢
も
加
賀
に
侵
た
加
賀
出
障
を
命
ず
る
。
朝
倉
景
鏡
・
景
隆
両
人
が

入
し
た
が
、
結
果
は
大
一
授
方
の
勝
利
と
な
り
、
侵
大
将
と
な
り
、
十
二
日
に
は
義
景
み
ず
か
ら
が
出
馬

入
箪
は
兵
を
引
き
上
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
な
お
し
て
能
美
郡
に
ま
で
進
撃
し
た
。
そ
し
て
本
折
・
小

永
正
三
年
以
来
の
越
前
で
の
一
向
宗
禁
制
政
策
は
、
松
・
御
幸
塚
を
攻
略
し
、
大
聖
寺
に
守
備
の
た
め
の

こ

の

後

一

層

厳

し

く

な

っ

た

。

番

勢

を

配

置

し

て

帰

陣

し

た

。

一

方

、

一

向

一

挟

方

続
い
て
弘
治
一
元
年

(
l天
文
二
十
四
年
、
一
五
五
に
は
越
後
の
本
誓
寺
が
参
戦
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

五
)
に
も
加
賀
出
障
が
実
行
さ
れ
た
。
朝
倉
義
景
の
れ
、
一
挟
方
大
将
の
意
向
を
奉
じ
て
道
寿
な
る
人
物

命
を
受
け
、
今
回
も
朝
倉
教
景
(
宗
滴
)
が
大
将
を
に
よ
り
、
そ
の
戦
功
を
褒
賞
す
る
感
状
が
発
せ
ら
れ

務
め
て
、
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
江
沼
郡
の
大
聖
て
い
た
。

寺
・
千
束
・
山
中
・
敷
地
・
菅
生
な
ど
で
合
戦
が
行
永
禄
九
年
(
一
五
六
六
)
九
月
に
も
朝
倉
義
景
は

わ
れ
た
。
し
か
し
大
将
の
朝
倉
宗
滴
は
八
月
十
五
日
加
賀
へ
の
出
撃
を
命
じ
た
。
大
将
に
は
朝
倉
景
鏡
が

に
病
気
と
な
り
、
薬
石
の
効
果
も
な
く
九
月
八
日
に
任
ぜ
ら
れ
、
江
沼
郡
で
転
戦
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の

一
乗
谷
で
死
去
し
て
し
ま
う
。
以
後
の
陣
営
は
朝
倉
翌
年
永
禄
十
年
ご
五
六
七
)
三
月
に
な
っ
て
、
突

景
隆
を
大
将
と
し
、
そ
の
子
景
健
、
佐
々
布
光
林
房
一
、
然
に
朝
倉
氏
被
官
の
堀
江
景
忠
と
そ
の
一
族
が
寝
返

印
牧
丹
後
守
、
大
野
衆
、
山
崎
吉
家
ら
に
よ
っ
て
固
っ
て
本
願
寺
方
に
帰
属
し
、
彼
の
手
引
き
に
よ
っ
て

め
ら
れ
た
が
、
戦
闘
は
そ
の
後
さ
し
た
る
展
開
も
な
同
月
十
二
日
、
加
賀
二
同
一
挨
勢
が
金
津
上
野
に
ま

く
、
翌
弘
治
二
年
(
一
五
五
六
)
に
将
軍
足
利
義
輝
で
突
入
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
朝
倉
氏
に
と
っ
て
国

の
働
き
掛
け
で
両
国
の
和
睦
が
成
立
し
て
関
障
と
な
内
に
敵
の
侵
入
を
許
し
た
の
は
永
正
三
年
以
来
の
こ

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
義
輝
の
働
き
掛
け
は
、
と
で
、
甚
だ
屈
辱
的
な
事
態
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か

{
一
不
滴
が
死
去
す
る
以
前
の
弘
治
元
年
九
月
に
既
に
行
っ
た
が
、
幸
い
に
ま
も
な
く
一
捺
勢
を
撃
退
す
る
こ

わ
れ
て
お
り
、
宗
滴
が
そ
れ
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
と
が
で
き
た
。
こ
の
堀
江
景
忠
の
本
願
寺
方
帰
属
に

対
し
て
、
顕
如
は
大
い
に
こ
れ
を
歓
迎
し
て
親
し
く

書
状
を
発
し
、
太
刀
、
甲
・
腹
巻
、
金
子
、
馬
な
ど

を
贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
先
の
永
禄
九
年
九
月
に
越

前
敦
賀
に
来
て
い
た
足
利
義
昭
(
義
秋
)
は
、
朝
倉

氏
と
加
賀
一
向
一
捺
(
本
願
寺
)
と
の
問
を
斡
旋
す

る
労
を
と
り
、
永
禄
十
年
十
二
月
に
な
っ
て
よ
う
や

く
両
者
の
和
睦
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
和
睦
の
合

意
は
ま
ず
朝
倉
氏
と
加
賀
二
同
一
撲
の
聞
で
成
立
し

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
語
る
顕
如
書
状
の
日
付

は
永
禄
十
年
十
一
月
三
日
に
遡
ら
せ
て
作
成
さ
れ
て

お
り
、
顕
如
は
あ
く
ま
で
も
一
向
一
撲
の
行
動
が
、

本
願
寺
の
統
制
下
に
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
和
睦
成
立
の
結
果
、
朝
倉

義
景
の
娘
が
顕
如
の
子
教
如
に
嫁
ぐ
こ
と
に
決
し
、

元
亀
二
年
(
一
五
七
ご
六
月
に
結
納
が
取
り
交
さ

れ
、
翌
元
亀
三
年
(
一
五
七
二
)
三
月
十
二
日
に
婚

礼
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

本
願
寺
と
の
和
睦
が
成
立
し
て
以
後
は
、
越
前
で

は
本
願
寺
系
の
念
仏
信
仰
が
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
例
え
ば
元
亀
三
年
三
月
に
、
朝
倉
景
鏡
か
ら

鑓
持
五
人
の
提
供
が
本
願
寺
道
場
た
る
最
勝
寺
に
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
最
勝
寺
は
そ
の
免
除
を
朝
倉
義
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景
に
直
訴
し
て
特
例
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
に
一
向
一
撲
が
蜂
起
し

て
、
織
田
信
長
軍
を
越
前
か
ら
放
逐
し
た
段
階
の
大

将
下
関
頼
照
や
七
里
頼
周
の
文
書
に
は
、
朝
倉
義
景

以
来
の
在
地
支
配
の
あ
り
方
を
踏
襲
す
る
旨
が
標
楊

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
も
、
朝
倉
氏
と
本

願
寺
と
が
取
り
結
ん
だ
姻
戚
関
係
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

59 

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




